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宮城県飲酒運転根絶に関する条例施行規則運用要綱の一部改正について（通達）

みだしのことについては、「宮城県飲酒運転根絶に関する条例施行規則運用要綱の

一部改正について（通達）」（平成２１年３月３０日付け宮本交企第４０１号。以下

「旧通達」という。）により、運用してきたところであるが、このたび宮城県飲酒運

転根絶に関する条例施行規則運用要綱を一部改正したので通達する。

なお、旧通達は廃止する。

記

１ 改正の趣旨

市町村による更なる飲酒運転根絶のための施策の推進を図るため、宮城県飲酒運

転根絶に関する条例施行規則（平成１９年宮城県公安委員会規則第１６号。以下「規

則」という。）が一部改正されたことに伴い、警察署長等が作成し交通部交通指導

課長に送付する飲酒運転違反者検挙票（別記様式第１号）の送付期日を改めるとと

もに、規則第３条第２項に規定する別記様式第１号及び別記様式第２号の記載要領

等を規定したものである。

２ 改正の要点

⑴ 飲酒運転違反者検挙票の送付期日の改正

飲酒運転違反者検挙票は、これまで１月分まとめて翌月５日まで送付していた

が、これを発生の都度速やかに送付することに改めた。

⑵ 様式の記載要領

規則別記様式第１号及び別記様式第２号の記載内容が細分化されたことに伴

い、具体的な記載要領を明示した。

⑶ 様式の交付方法

市町村長に対する規則別記様式第１号及び別記様式第２号の交付方法は、警察

署に勤務する警部補以上の幹部が直接交付するとともに市町村における飲酒運転

の再発防止の措置の推進を要請するものとした。

３ 施行期日

平成２２年９月１日



宮城県飲酒運転根絶に関する条例施行規則運用要綱

第１ 趣旨

この要綱は、宮城県飲酒運転根絶に関する条例施行規則（平成１９年宮城県公安

委員会規則第１６号。以下「規則」という。）第１４条の規定に基づき、必要な事

項を定めるものとする。

第２ 飲酒運転の再発防止のための措置

１ 再発防止教育

規則第２条に規定する宮城県公安委員会（以下「公安委員会」という。）が行

う飲酒運転の再発防止に必要な教育は、飲酒運転の危険性及び悪質性を理解させ

るため、道路交通法（昭和３５年法律第１０５号。以下「法」という。）第１０

８条の２第１項第２号の規定に基づく講習（以下「取消処分者講習」という。）

又は同項第３号の規定に基づく講習（免許の保留等の期間が４０日未満の者を対

象とする講習を除く。以下「停止処分者講習」という。）を受講する者のうち、

規則第２条に規定する飲酒運転違反者（以下「飲酒運転違反者」という。）に対

し、学級を編成して行うものとする。

２ 停止処分者講習を受講しない飲酒運転違反者に対する指導

停止処分者講習を受講しない飲酒運転違反者に対する指導は、交通部運転教育

課長が、運転免許の停止処分の期間が満了した日の翌月に、飲酒運転再発防止の

ための資料を送付して行うものとする。

３ 対象外飲酒運転違反者に対する指導

⑴ 交通部交通指導課長（以下「交通指導課長」という。）は、対象外飲酒運転

違反者（宮城県飲酒運転根絶に関する条例（平成１９年宮城県条例第８６号。

以下「条例」という。）第２条第１号に規定する飲酒運転を行った者で、飲酒

運転違反者に該当せず、別に定める酒気帯び運転警告実施報告書による警告を

受けた者をいう。以下同じ。）が、当該警告を受けた日から過去１年以内に同

様の警告を１回以上受けている場合は、当該対象外飲酒運転違反者の住居地を

管轄する警察署長（以下「署長」という。）にその旨を通報するものとする。

⑵ 前記⑴の通報を受けた署長は、対象外飲酒運転違反者又はその家族に対し、

出頭を求め、又は訪問するなどして飲酒運転の再発防止に必要な指導を行うも

のとする。

第３ 市町村長等に対する情報の提供

１ 情報提供の対象となる従業員

規則第４条及び第５条に規定する情報提供は、従業員（正規雇用、臨時雇用、

契約社員等の雇用形態を問わず、事業者等の事業所等において、その業務に直接

に従事する者すべてをいう。）が飲酒運転違反者となった事業者等又は事業者団

体に対して行うものとする。

２ 情報の提供方法等



⑴ 情報の通報

ア 宮城県警察高速道路交通警察隊長（以下「高速隊長」という。）は、飲酒

運転による交通事故を取り扱った場合は、当該交通事故に係る規則第３条第

１項第１号に規定する情報を当該交通事故の発生場所を管轄する署長に通報

するものとする。

イ 宮城県警察機動警ら隊長、宮城県警察交通機動隊長、高速隊長及び署長は、

飲酒運転違反者（交通事故に係るものを含む。以下同じ。）を検挙した場合

は、飲酒運転違反者検挙票（別記様式第１号）を作成し、速やかに交通指導

課長に送付し、交通指導課長は同写しを交通部交通企画課長（以下「交通企

画課長」という。）に送付するものとする。

⑵ 飲酒運転による交通事故情報の提供

ア 書面の交付

規則第３条第１項第１号に規定する情報の提供は、当該交通事故の発生地

を管轄する署長が、市町村長（仙台市については、仙台市区の設置等に関す

る条例（昭和６３年仙台市条例第１１８号）第２条第１項に規定する区の長

を含む。）に対して、発生後おおむね５日以内に規則別記様式第１号の書面

を交付して行うものとする。

イ 記載要領

(ｱ) 前記アの書面の飲酒運転違反者の欄

飲酒運転違反者の欄の性別、年代及び居住地域の記載については個人情

報に配意し特定の個人が識別されることがないよう性別及び年代の記載と

し、居住地域については町名（丁目及び小字を除く。以下同じ。）までの

記載とする。ただし、町名を記載することにより特定の個人が識別される

おそれがあると認められるときは、地域性を勘案してその記載の可否を判

断する。

(ｲ) 前記アの書面の飲酒の状況の欄

飲酒の状況の欄については、市町村において飲酒運転の再発防止の措置

を講じる観点から、捜査上支障のない範囲内でできる限り具体的に記載す

るものとする。

⑶ 飲酒運転違反者の情報の提供

ア 書面の交付

規則第３条第１項第２号に規定する情報の提供は交通企画課長が市町村長

に対して発生後おおむね５日以内に署長を経由して規則別記様式第２号の書

面を、規則第４条に規定する情報の提供は交通企画課長が事業者等に対して

規則別記様式第３号の書面を、規則第５条に規定する情報の提供は交通企画

課長が事業者団体に対して規則別記様式第４号の書面をそれぞれ交付して行

うものとする。

ただし、規則第３条第１項第１号と同条第１項第２号に規定する情報の提



供先となる市町村長が同一となる場合には、規則別記様式第２号の書面の交

付を省略することができるものとする。

イ 記載要領

前記アの規則別記様式第２号の書面の飲酒運転違反者及び飲酒の状況の欄

の記載要領については、前記⑵－イと同様とする。

⑷ 書面の交付方法

前記⑵－ア及び⑶－アの書面の交付方法は、市町村長に対しては警察署に勤

務する警部補以上の幹部が直接交付するとともに市町村における飲酒運転の再

発防止の措置の推進を要請するものとし、事業者等及び事業者団体に対しては

郵送又はファクシミリにより行うことができるものとする。

３ 記録・保管

交通企画課長及び署長は、情報の提供状況を飲酒運転違反者通知一覧表（別記

様式第２号）に記録し、前記２－⑵－ア及び⑶－アの書面とともに、５年間保管

するものとする。

第４ 飲酒運転根絶活動推進委員等

１ 推進委員の推薦及び委嘱の手続

⑴ 規則第６条の規定による飲酒運転根絶活動推進委員（以下「推進委員」とい

う。）の推薦は、当該警察署の管轄区域内（以下「管内」という。）に居住又

は勤務する者の中から、別に通知した人数の範囲内で、飲酒運転根絶活動推進

委員推薦報告書（別記様式第３号）により交通企画課長を経由して行うものと

する。

⑵ 推進委員の委嘱は、委嘱状（別記様式第４号）、飲酒運転根絶活動推進委員

証（別記様式第５号。以下「推進委員証」という。）及び飲酒運転根絶活動推

進委員腕章（別記様式第６号。以下「推進委員腕章」という。）を交付して行

うものとする。

⑶ 署長は、推進委員が辞職したとき、又は解嘱されたときは、推進委員証及び

推進委員腕章の返納を受け、これを保管するものとする。

２ 推進委員に対する指導

署長は、委嘱の時その他必要に応じて、次に掲げる事項を推進委員に指導する

ものとする。

⑴ 推進委員として活動する際は、推進委員腕章を着装するとともに推進委員証

を携帯し、提示を求められたときはこれを提示すること。

⑵ 地域住民の意見と要望を十分に尊重するよう努めること。

⑶ 関係者の正当な権利及び自由を侵害することのないように留意すること。

⑷ 自治体、関係機関・団体と連携した効果的な広報活動等に努めること。

⑸ 相談及び助言の内容については、その秘密を厳守すること。

３ 推進委員及び協議会の周知

署長は、推進委員及び地域飲酒運転根絶活動推進委員協議会（以下「協議会」



という。）の円滑かつ効果的な活動を促進するため、その周知に努めるものとす

る。

４ 相談の受理等及び意見の申出に対する措置

⑴ 署長は、推進委員が規則第７条第２号に規定する相談を受理した場合は、地

域飲酒運転根絶活動推進委員協議会相談受理票（別記様式第７号）の作成を求

め、当該受理票の引継ぎを受けるとともに、必要な指導及び対応を行うものと

する。

⑵ 署長は、協議会から規則第１２条第２号の規定による意見の申出を受けたと

きは、当該意見を管内での飲酒運転根絶施策に反映するよう検討するものとす

る。

５ 活動の記録及び報告

⑴ 署長は、推進委員及び協議会の活動状況を地域飲酒運転根絶活動推進委員協

議会活動記録簿（別記様式第８号）に記録しておくものとする。

⑵ 署長は、推進委員の月ごとの活動状況を飲酒運転根絶活動推進委員活動状況

報告書（別記様式第９号）により翌月の１０日までに交通企画課長に報告する

ものとする。

６ 推進委員の解嘱

⑴ 署長は、管内の推進委員が飲酒運転行為やそのほう助行為等刑罰法令に触れ

るような行為又は推進委員としてふさわしくない反社会的・反道徳的な行為を

行ったことを認めたときは、当該推進委員の解嘱を上申するものとする。

⑵ 前記⑴の解嘱の上申は、飲酒運転根絶活動推進委員解嘱上申書（別記様式第

１０号）により交通企画課長を経由して行うものとする。

⑶ 解嘱の通知は、解嘱通知書（別記様式第１１号）を交付して行うものとする。

第５ 公安委員会に対する報告

交通企画課長は、条例に基づく飲酒運転の再発防止のための措置、情報の提供状

況及び推進委員の活動状況について、半期ごとに公安委員会に報告するものとする。

第６ 飲酒運転根絶の日等における取組

交通企画課長及び署長は、条例第１２条に規定する飲酒運転根絶の日（５月２２

日）及び飲酒運転根絶運動の日（毎月２２日）においては、知事、市町村長及び関

係機関・団体と連携して、飲酒運転のない安全で平穏な県民生活の実現を図るため

に必要な施策を実施するものとする。



別記様式第１号

年 月 日

交通部交通指導課長 殿

警察署（隊）長

飲酒運転違反者検挙票

検 挙 種 別 □ 交通違反 □ 交通事故 □ 酒酔い □ 酒気帯び

住 所
被

氏 名

疑
生年月日 年 月 日 （ 歳）

者

職 業

所 在 地

名 称 等 （代表者 ）

□ ５０人以上 □ １１～４９人

従業員数 □ １０人以下
（□ 署で確認 □ 本人の申立て）

□ 安全運転管理者選任事業所
事 業 所 □ 運転手（□トラック □バス □ダンプカー

□会社タクシー □個人タクシー ）

□ 建設業
業 種 □ 飲食業（□経営 □従業員）

□ 自動車（□販売業 □自動車整備業）

□ 自営業（□農業 □漁業 □商業 □林業）
□ 団体職員
□ 公務員（□国 □県 □市町村 □組合）
□ その他（ ）

車 両 番 号
（ □ 事業所の車両 □ 私有車両 □ その他 ）

運 転 日 時 年 月 日午前・後 時 分ころ

運 転 場 所 先道路上

飲 酒 場 所

飲 酒 量 等 □ビール □焼酎 □日本酒 □その他 杯
検知結果 ｍｇ／ｌ

（事故の場合はその概要等）

備 考



別記様式第２号
飲 酒 運 転 違 反 者 通 知 一 覧 表

（ 年） №

番号 違反者 違反・事故内容 勤務先 通知年月日 備 考

住所 年月日 住所
違反 年 月 日

１ 氏名 飲酒量 名称（代表者）
事故 年 月 日

生年月日・性別 事故概要 従業員数

２

３

４

５

６

７

８

注１ 本様式は、提供した飲酒運転による交通事故及び飲酒運転違反者の情報について記載し、交通部交通企画課及び警察署が備え付けること。
２ 違反・事故内容欄は、交通事故が関係する場合、その概要を簡記すること。
３ 通知年月日欄は、該当する通知先に通知した年月日を記載すること。
４ 備考欄は、通知先、交通切符の番号等を記載すること。



別記様式第３号

飲酒運転根絶活動推進委員推薦報告書

宮 第 号
年 月 日

宮城県警察本部長 殿

警察署長 印

本 籍

住 所
電話 （ ）

被推薦者
ふ り が な 男 年 月 日生
氏 名

女 （ 歳）

職 業 勤務先

家族の状況

経 歴

ボランティア
活 動 歴

経 歴 等

表 彰 歴

健 康 状 態

免許種別 交付公安委員会 免 許 番 号
運転免許関係

警察署長意見

推薦理由



別記様式第４号

委 嘱 状

殿

宮城県飲酒運転根絶に関する条例第１３条第１項の規

定により飲酒運転根絶活動推進委員に委嘱します

任期 年 月 日から

年 月 日まで

年 月 日

宮城県公安委員会 印



別記様式第５号

№

飲酒運転根絶活動推進委員証

写 真 氏 名

５３ 年 月 日生

（ 推進協議会）

年 月 日

宮城県公安委員会 印

８５

注 数字の単位は、ミリメートル



２０

１５

２０

８０

２０

１５

飲酒運転根絶活動推進委員腕章

別記様式第６号

注１ 文字は赤

２ 記章は黄色地に黒

３ 数字の単位はミリメートル

緑

緑

白

白

緑

飲酒運転根絶活動推進委員飲酒運転根絶活動推進委員

１６０ １６０



別記様式第７号

地域飲酒運転根絶活動推進委員協議会相談受理票

番 号

受 理 欄

受理日時 年 月 日 時 分ころ

受 理 者 協議会名（ ） 推進委員氏名（ ）

住所

相 談 者 職業 氏名 性別（ ）

生年月日 年 月 日 電話番号

相談要旨

措 置
結 果

（助言内容）

引 継 ぎ 欄

引継日時 年 月 日 時 分

引 継 者 警察署 係・氏名

措 置

結 果

注１ 本票は、推進委員から引継ぎを受けた相談事案ごとに作成すること。

２ 受理欄の各項目については、相談を受けた推進委員本人に直接記載を求めること。

３ 本票は、引継ぎ時及び措置・結果時に署長まで報告し、決裁を受けること。

４ 本票は、番号欄に暦年ごとに一連番号を記入し、５年間保管すること。



別記様式第８号

地域飲酒運転根絶活動推進委員協議会活動記録簿

番 号 月 日 推進委員名 活 動 内 容 措 置



別記様式第９号

年 月 日

宮城県警察本部長 殿 宮 第 号

警察署長

飲酒運転根絶活動推進委員活動状況報告書（ 月分）

１ 飲酒運転根絶に関する広報啓発活動

月 日 実施人員 活 動 内 容 備 考

／

／

／

／

／

２ 飲酒運転をした者の家族等からの相談の受理

月 日 相談件数 活 動 内 容 備 考

／

／

／

／

／

３ その他の飲酒運転の根絶に寄与する活動（各種行事等への参加を含む。）

月 日 実施人員 活 動 内 容 備 考

／

／

／

／

／



別記様式第１０号

飲 酒 運 転 根 絶 活 動 推 進 委 員 解 嘱 上 申 書
宮 第 号

年 月 日

宮 城 県 警 察 本 部 長 殿

警察署長 印

本 籍

住 所

電話 （ ）

被 解 嘱

ふ り が な 男 年 月 日生

上 申 者 氏 名

女 （ 歳）

所 属 協 議 会 推進協議会

委嘱状況

委 嘱 番 号 第 号

解 嘱 に 該 当 す る と

認 め ら れ る 事 項

備 考



別記様式第１１号

解 嘱 通 知 書

年 月 日

住 所

殿

宮城県公安委員会 印

あなたに委嘱した飲酒運転根絶活動推進委員の職は宮城

県飲酒運転根絶に関する条例施行規則第９条の規定により

解嘱したので通知します


